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はじめにはじめにはじめにはじめに                                                                                                                                            

 

１．計画の背景１．計画の背景１．計画の背景１．計画の背景      平成７年１月１７日に発生した阪神淡路大震災の教訓を踏まえて、現行の建築基準法の構造基準（以下「現行基準」という。）を満たしていない建築物（昭和５６年５月以前に建築されたもの。）を、現行基準と同等の耐震性能とすることを目的として、平成７年  １０月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が制定された。   その後、新潟県中越地震（平成１６年１０月）、福岡県西方沖地震（平成１７年３月）など、各地で大規模な地震が群発する中で、東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震発生の切迫性が指摘されている。   このため、平成１７年１１月に耐震改修促進法が改正（平成１８年１月施行）され、都道府県は「耐震改修促進計画」を早急に策定することが義務付けられ、市町村は、耐震改修促進法第５条第７項に基づき、国の基本方針及び都道府県計画を踏まえた計画の策定に努めるよう規定された。 
 

２．計画の目的２．計画の目的２．計画の目的２．計画の目的      「宮津市建築物耐震改修促進計画」は、地震による被害及びこれに起因する人命や財産の損失を未然に防止するため、昭和５６年５月以前に建築された建築物の耐震診断や現行基準を満たしていない建築物の耐震改修を総合的かつ計画的に推進し、本市における建築物の耐震化を促進することを目的とする。 
 

３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ３．計画の位置づけ      平成１７年１１月の耐震改修促進法の改正において、建築物の耐震診断及び耐震改修に関する基本施策の方向性等が示され、本市においても、国、京都府と連携して、地域の実情に応じた建築物の耐震診断及び耐震改修に関する施策を計画的かつ効果的に推進するため、また、国、京都府の補助制度を活用し建築物の耐震化を促進するために策定する。 
 

４．計画期間４．計画期間４．計画期間４．計画期間      計画期間は、平成２０年度から平成２７年度までの８年間とする。   なお、本計画は、必要に応じて見直しを行うものとする。 
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第第第第 1111 章章章章    耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標    

 

１．想定される地震の規模と被害の状況１．想定される地震の規模と被害の状況１．想定される地震の規模と被害の状況１．想定される地震の規模と被害の状況     (1)想定される地震の規模    宮津市に被害をもたらすと思われる大規模な内陸性直下型地震(※1)について、  対象となる震源の断層(※2)、断層帯(※3)とその地震の規模等を表１のとおり想  定する。 表１（第３回京都府地震被害想定調査委員会(平成 19年８月)の公開資料による） 
 対象震源断層 断層の長さ マグニチュード(※4) 液状化の危険性(※5) ① 山田断層帯 ３３ｋｍ ７．４ 平地部で極めて危険 ② 郷村断層帯 ３４ｋｍ ７．４ 平地部で極めて危険 ③ 養父断層 ３５ｋｍ ７．４ 平地部一部で危険 ④ 上林川断層 ２６ｋｍ ７．２ 平地部一部でやや危険 ⑤ 三峠断層 ２６ｋｍ ７．２ 平地部一部でやや危険 

 ※1 プレート内において発生する活断層が動いて起こる地震 ※2 地層や岩盤に割れ目が生じ、これに沿って両側が互いにずれている現象 ※3 長さ 10km未満で、ほぼ同じ方向を有する複数の活断層が 5km間隔以内に隣接して    分布し、その全長が 20km以上に及ぶもの ※4 地震の全体としての規模を表す数値 ※5 地震の際に地下水位の高い砂の地盤が、振動により液体状になる現象 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府内の活断層 

(第３回京都府地震被害想定調査委員会(平成 19年８月)の公開資料による) 
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○震度分布図 (第３回京都府地震被害想定調査委員会(平成 19年８月)の公開資料による) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【震度予測】        府中地区、吉津地区の平地部で震度７、その他の平地部で６強となり、全域において５強以上が予想され、山間部の世屋地区では６弱～６強となる。 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【震度予測】       府中地区、吉津地区の平地部で震度７、その他の平地部で６強となり、全域において５強以上が予想される。 
 

 

①山田断層帯 
 

②郷村断層帯 
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 【震度予測】       日置地区以北を除く平地部のほとんどで６弱となり、その他の地域では５弱から５強となり、山間部の大江山南西部では５強以上が予想される。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【震度予測】       橋北地域を除く平地部のほとんどで６弱、その他の地域では５弱から５強となる。橋北地域においても、平地部の一部で５強が予想される。 
 

 

 

 

④上林川断層 
 

③養父断層 
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 【震度予測】       橋北地域を除く平地部のほとんどで６弱、その他の地区では５弱から５強で、橋北地域については、平地部の一部で５強となるが、断層が比較的南に位置し、影響は少ないと予想される。 
 

 

 

 

(2)想定される被害の状況    ①人的被害     表１で想定する地震が発生した場合（発生時期は被害量が最大となる「冬早朝」）    の被害状況については、表２のとおりである。 表２ 平成 19年 11月に作成された「京都府地震被害想定調査」による（京都府防災室資料提供） 京都府全域 宮津市 
 死 者（人） 負傷者（人） 死 者（人） 負傷者（人） 山田断層帯 1,640  2,690  266  240  郷村断層帯 2,190  4,390  230  240  養父断層 740  4,730  30  340  上林川断層 1,160  3,680  6  170  三峠断層 1,130  3,080  3  160  

 

 

 

 

 

⑤三峠断層 
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  ②建物被害     表１で想定する地震が発生した場合（発生時期は被害量が最大となる「冬夕刻」）    の被害状況については、表３のとおりである。 
 表３ 平成 19年 11月に作成された「京都府地震被害想定調査」による（京都府防災室資料提供）                                       （単位；棟） 京都府全域 宮津市 建物数量 1,435,100 建物数量 23,994 被害内訳 被害内訳                                       被害棟数 全壊棟数 半壊棟数 被害棟数 全壊棟数 半壊棟数 山田断層帯 102,550 54,590 47,960 15,630 9,240 6,390 郷村断層帯 137,520 76,790 60,730 15,240 8,690 6,550 養父断層 87,830 29,140 58,690 5,660 1,510 4,150 上林川断層 87,060 39,440  47,620 3,380 740 2,640 三峠断層 82,890 38,410 44,480 3,070 640 2,430 

 

２．住宅の耐震化の現状と目標２．住宅の耐震化の現状と目標２．住宅の耐震化の現状と目標２．住宅の耐震化の現状と目標     (1)耐震化の現状   平成１５年度に行われた「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）によると、住宅の耐震化の状況は表４のとおり居住世帯のある住宅約８千５百戸のうち、耐震性がある住宅は、３８．８％であり、京都府北部地域の耐震化率と比較して低い数値となっている。   住宅の種類別にみると、木造住宅の耐震化率は３４．８％と特に低く、非木造住宅の耐震化率は６２．４％となっている。 
   表４ 住宅の耐震化率の推計（平成 15年住宅・土地統計調査を参考とした推計） 

 ※ 参考とした統計調査は、抽出調査での推計値であり、総数と内訳が合致しないことがある。  ※ ④の数値は、住宅・土地統計調査の「府独自調査版（宮津・与謝地域の集計）」の「耐震改修実施数値」     に宮津市総数を宮津・与謝地域総数で割った数値を掛けたもの。 
 

昭和 55年 以前の住宅 （戸） ③  
総住宅数 （戸） ① 昭和 56年 以降の住宅 （戸） ② 

 
うち耐震性あり （戸） ④ 

耐震性有住宅数 （戸） ⑤ （②＋④） 耐震化率 （％） ⑤／① 京都府 北部地域 （亀岡以北） 耐震化率 （％） 
 ４，８６０ 住宅全体 ８，５００ ３，２２０ 

 ８０ ３，３００ ３８．８ ６０．１ ４，４１０ 木造住宅 ７，１８０ ２，４２０  ８０ ２，５００ ３４．８ ５０．２ ４８０ その他の住宅 １，３３０ ８３０  ０ ８３０ ６２．４ ９５．６ 
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 (2)耐震化の目標  本市の住宅の耐震化率は、平成１５年度で３８．８％であり、国の７５％、京都府の７４％を下回っており、国の方針及び京都府の建築物耐震改修促進計画を踏まえて、地震による被害（死者数、経済被害額等）を半減させることを目標に、市内の住宅の耐震化率を、国、京都府の目標である耐震化率９０％に近づくよう取り組んでいく。 
 

３．３．３．３．市有市有市有市有公共建築物の耐震化の現状と目標公共建築物の耐震化の現状と目標公共建築物の耐震化の現状と目標公共建築物の耐震化の現状と目標     (1)耐震化の現状 市有公共施設の耐震改修状況調査（非木造の２階以上又は延べ面積２００㎡超の建物を対象）によると、市有の公共施設１３２棟のうち耐震性がある施設は７３棟で、耐震化率５５．３%となっている。 なお、学校施設（小・中学校）の耐震改修の状況については、５９．０%であり、全国平均（６２．３%）を下回っている。 
  (2)耐震化の目標    公共施設については、不特定多数の利用者があり、庁舎、学校、診療施設等、災害時に避難・救援等の拠点として重要な機能を果たす施設が多く、耐震化を促進する必要性が高いことから、計画的に耐震化を図っていく。   なかでも、学校施設については、地震発生直後から避難所として機能維持が求められる防災対策上重要な施設であることから、重点的に耐震化を図っていく。   学校を除く公共施設については、施設の性格や耐震性を勘案し、緊急性の高い施設から順次計画的に実施するよう努め、特に防災上重要な施設としての役割を果たす施設について優先的に耐震化を図っていく。    

４．特定建築物の耐震化の目標４．特定建築物の耐震化の目標４．特定建築物の耐震化の目標４．特定建築物の耐震化の目標      特定建築物(※６)の中でも、国や地方公共団体の庁舎、学校、病院等の施設、緊急輸送道路沿道(※７)の建築物、危険物を貯蔵している施設等については、地震災害時に避難・救援等で重要な役割を果たす施設であることや被害抑制につながることから、優先順位を高く位置付け、耐震化を図っていく。   また、その他の特定建築物についても、一律に耐震化を目指すのではなく、特定建築物の用途や立地条件を踏まえた優先度を勘案し、効率的・効果的な耐震化を図っていく。 
  ※６ 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」で定められている学校・病院・ホテ      ル・事務所等一定規模以上で多数の人々が利用する建築物。また危険物の貯蔵場、処理場となっ      ている建築物や、地震により倒壊し緊急輸送道路等を閉塞させるおそれがある建築物。      (別紙資料「特定建築物一覧」参照)  ※７ 警戒宣言発令時及び地震発生時に、人員、物資等の輸送を行う道路（京都府防災計画で指定） 宮津市内の指定路線 ： 国道１７６号線、国道１７８号線、京都縦貫自動車道（綾部宮津道 路）、府道綾部大江宮津線（京都縦貫道路から国道１７６号線までの 最短区間のみ）、府道浜丹後線 
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第第第第 2222 章章章章    建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項    

    

１１１１．耐震化施策の現状．耐震化施策の現状．耐震化施策の現状．耐震化施策の現状      本市においては、災害に強い安全で快適な住宅や住環境づくりの一環として、既存建 築物に対して以下のような耐震化促進の施策を京都府と共同で実施している。 
 

(1)宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業  平成１６年度から「宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業」として、市内の木造住宅で、 耐震性の低い住宅の耐震診断を希望する市民に対して、京都府に登録された耐震診断士を 派遣し、耐震化の促進に取り組んでいる。 
  (2)地震につよい住まいづくり推進フェア   平成１７年度から、京都府、京都府建築士会宮津支部、京都府立宮津高等学校等と共催 し、宮津与謝管内の地域に対し、地震防災や耐震改修等に関する PR活動や無料相談会等 を実施している。 

  (3)地震に強い安心安全なまちづくり出前講座   市内の小中学校を対象に地震防災や耐震改修等に関する意識向上を図るため、平成１７ 年度から京都府が実施している「地震に強い安心安全なまちづくり出前講座」の運営に参 画している。 また、本市も木造住宅の耐震診断の「安全でやさしい住まい（講座）」を独自で実施し ているほか、リフォーム相談窓口を設置している。    
２２２２．．．．耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取組方針     住宅・建築物の耐震化の促進は、その所有者等が、耐震対策に向け、自発的・自主的に 取り組むことが不可欠である。市は、所有者等が安心して耐震診断及び耐震改修を行うこ とが出来るようにするための環境整備や負担を軽減する仕組みづくり、並びに耐震化に関 する啓発及び知識の普及等必要な施策を講じ、耐震改修の促進を図っていく。   
３３３３．．．．耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の概要      住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性、重要性についての普及啓発や、木造住 宅の耐震診断を継続するとともに、平成２１年度から、新たに耐震改修助成制度を創設し て、建築物の耐震化を図っていく。   また、耐震性が確保された住宅・建築物の形成を促進するために創設された所得税、固 定資産税、法人税の特例措置等の周知に努める。 
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４４４４．安心して耐震診断及び耐震改修を行うことができる環境整備の取組．安心して耐震診断及び耐震改修を行うことができる環境整備の取組．安心して耐震診断及び耐震改修を行うことができる環境整備の取組．安心して耐震診断及び耐震改修を行うことができる環境整備の取組      市民が安心して耐震診断等の依頼ができるように、現在、京都府木造住宅耐震診断士 として登録された診断士の紹介を行っている。  また、今後も耐震診断及び耐震改修の重要性を周知するための情報提供を積極的に行 い、安心して建築物の耐震診断及び耐震改修が行える環境整備に努める。 
 

５５５５．耐震化に関する啓発及び．耐震化に関する啓発及び．耐震化に関する啓発及び．耐震化に関する啓発及び知識の普及に知識の普及に知識の普及に知識の普及に関する取組関する取組関する取組関する取組     (1)ハザードマップの作成   市民に地震の危険度を認識してもらい、耐震化促進の啓発を図るとともに、地震時に おける被害を最小限に止めることを目的に、ハザードマップ(※８)を作成し、周知に努 める。 
 ※８ 震度分布図、津波浸水域図、液状化危険度図等を著わしたマップ 
  (2)相談体制の整備、充実   宮津市木造住宅耐震診断士派遣事業により、住宅の耐震診断を受けられた市民に対し  て、その診断結果、内容について分かり易く説明するとともに住宅の耐震化について啓  発を行う。 また、既に設置しているリフォーム相談窓口において、市民に身近な住宅リフォーム について総合的なアドバイス等を行う。 
  (3)普及、啓発活動の開催について   京都府、京都府建築士会宮津支部、地元高等学校等と共に行っている「地震につよい 住まいづくり推進フェア」及び「地震に強い安全安心なまちづくり出前講座」など、地 震被害に対する防災意識や耐震化の重要性の啓発、耐震診断及び耐震改修の普及等を目 的とした講座や普及活動の開催を引き続き推進する。 
 

(4)自治会等との連携  地域における地震時の危険箇所の点検等を通じて、地震防災対策の普及啓発を行うこ とが効果的であることを踏まえて、自治会その他各種組織に働きかけ自主防災活動の組 織化に努める。 
 

６６６６．地震時の総合的な安全対策に関する取組．地震時の総合的な安全対策に関する取組．地震時の総合的な安全対策に関する取組．地震時の総合的な安全対策に関する取組      これまでの地震被害の状況から、住宅・建築物の耐震化と併せて、ブロック塀の倒壊防止対策、窓ガラス・屋外広告物などの落下防止対策、天井の落下防止対策、エレベーターの閉じ込め防止対策、家具の転倒防止対策の必要性が指摘されているため、広く市民啓発を図るとともに、京都府と連携し、被害の発生するおそれのある建築物の所有者に対し、必要な措置を講じるよう指導・啓発し、地震時の総合的な安全対策を推進する。 
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第第第第 3333 章章章章    その他耐震化のその他耐震化のその他耐震化のその他耐震化の促進に必要な事項促進に必要な事項促進に必要な事項促進に必要な事項    

 

１．１．１．１．国・京都府国・京都府国・京都府国・京都府等との連携等との連携等との連携等との連携     ・国が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」を踏まえるとともに、平成 18 年度に京都府が策定した「京都府建築物耐震改修計画」との整合性に配慮して、当計画を進める。  ・所管行政庁である京都府との連携を図るとともに、国・京都府が行う補助・融資・税制   等の支援制度を活用しながら、耐震化の支援等を進める。   
２．計画の推進体制２．計画の推進体制２．計画の推進体制２．計画の推進体制      京都府及び関係団体等で組織される「（仮称）京都府建築物耐震促進協議会」を活用し、耐震化促進に向けた広報、意識啓発活動等を実施していく。 
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特定建築物一覧                         用    途 特定建築物の規模要件 指示対象となる特定建築物の規模要件 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、盲学校、聾学校若しくは養護学校 階数２以上かつ１，０００㎡以上 ※屋内運動場の面積を含む １，５００㎡以上 ※屋内運動場の面積を含む 学 校 上記以外の学校 階数３以上かつ１，０００㎡以上  体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数１以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 病院、診療所 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 劇場、観覧場、映画館、演劇場 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 集会場、公会堂 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 展示場 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 卸売市場 階数３以上かつ１，０００㎡以上  百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 ホテル、旅館 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 賃貸住宅（共同住宅に限る）、寄宿舎、下宿 階数３以上かつ１，０００㎡以上  事務所 階数３以上かつ１，０００㎡以上  老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 階数２以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 階数２以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 幼稚園、保育所 階数２以上かつ５００㎡以上 ７５０㎡以上 博物館、美術館、図書館 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 遊技場 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 公衆浴場 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く） 階数３以上かつ１，０００㎡以上  車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 郵便局、保健所、税務署その他これに類する公益上必要な建築物 階数３以上かつ１，０００㎡以上 ２，０００㎡以上 危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵、処理する全ての建築物 ５００㎡以上 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあり、その敷地が都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接する建築物 全ての建築物  
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